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資料編 

１ いのちを支える自殺対策推進本部 

(1)常総市いのちを支える自殺対策推進本部設置規程 

（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第２条の基本理念にのっとり，自殺対策について総合

的かつ効果的に実施するため，常総市いのちを支える自殺対策推進本部（以下「推進本部」という。）を

置く。 

（所掌事項） 

第２条 推進本部は，次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 自殺対策基本法第１３条第２項の規定による常総市自殺対策計画の策定に関すること。 

(2) 自殺対策に係る施策の策定及び実施に関すること。 

(3) 自殺対策に係る情報の収集，整理及び提供に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか，自殺対策の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 推進本部は，本部長，副本部長及び委員をもって組織する。 

２ 本部長には市長を，副本部長には副市長をもって充てる。 

３ 委員は，教育長のほか，常総市庁議の設置及び運営に関する規程（平成２０年常総市訓令第１０号）第

３条第１項に規定する庁議構成職員をもって充てる。 

４ 本部長は，推進本部の会務を総理し，推進本部を代表する。 

５ 副本部長は，本部長を補佐し，本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは，その職務を代理

する。 

（会議） 

第４条 推進本部の会議は，本部長が必要に応じて招集し，その議長となる。 

２ 本部長は，必要があると認めるときは，推進本部の会議にその他の職員の出席を求め，その説明若し

くは意見を聴き，又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第５条 推進本部の庶務は，自殺対策を所管する課において処理する。 

（委任） 

第６条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は，本部長が別に定める。 

附 則 

この訓令は，公布の日から施行する。 
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(２)常総市いのちを支える自殺対策推進本部委員 

 役職 氏名 

１ 市長 神達 岳志 

２ 副市長 石井 陽 

３ 教育長 岡野 克巳 

４ 市長公室長 飯泉 真由美 

５ 総務部長 横島 義則 

６ 市民生活部長 秋葉 利恵子 

７ 福祉部長 堀 洋信 

８ 保健衛生部長 植竹 順一 

９ 産業振興部長 川沼 一巳 

10 都市建設部長 小林 寛明 

11 教育部長 森田 修 

12 会計管理者 横田 公恵 

13 議会事務局長 古谷 篤 

令和６年３月 31日現在 
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２ いのちを支えるネットワーク委員会 

(1)常総市いのちを支えるネットワーク委員会設置規程 

（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第８条の規定に基づき，自殺対策について関係者相互

の密接な連携を図るとともに，自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため，常総市いのちを支える

ネットワーク委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 自殺対策に係る課題についての情報の共有に関すること。 

(2) 地域の実情に応じた自殺対策に係る支援体制の整備及び効果的な施策の推進に係る意見交換に

関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は，委員３０人以内をもって組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱し，又は任命する。 

(1) 保健，医療，福祉等に関する団体に属する者 

(2) 自殺対策等に関する知識及び経験を有する者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) 市職員 

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 補欠による委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は，委員の互選によってこれを定める。 

３ 委員長は，委員会の事務を総理し，委員会を代表する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは，その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は，委員長が招集し，その議長となる。ただし，第３条第２項の規定による委員の委

嘱又は任命後最初の会議は，市長が招集する。 

２ 委員長は，必要があると認めるときは，委員会の会議に委員以外の者の出席を求め，その説明若しく

は意見を聴き，又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（個人情報の保護） 

第７条 委員は，正当な理由がなく，委員会の業務を通じて知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

委員の職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，自殺対策を所管する課において処理する。 

（委任） 



57 

第９条 この告示に定めるもののほか，委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，委員長が委員会に

諮って定める。 

附 則 

この告示は，公布の日から施行する。 

 

(2)常総市いのちを支えるネットワーク委員会 

 氏名（敬称略） 所属 備考 

1 太刀川 弘和 筑波大学 医学医療系 災害・地域精神医学 医師 アドバイザー 

2 河合 伸念 水海道厚生病院 病院長  副委員長 

3 山口 香里 水海道厚生病院 医療福祉相談室 精神保健福祉士  

4 村井 啓子 ホスピタル坂東 医療福祉相談室 精神保健福祉士  

5 源田 査江子 とよさと病院 医療福祉相談室 精神保健福祉士  

6 梅木 千春 訪問看護ステーション あやめ常総 看護師兼運営責任者  

7 浅野 実成 常総市商工会 事務局長  

8 戸村 康幸 常総公共職業安定所 職業紹介部門 統括指導官   

9 東海林 健史 常総労働基準監督署 署長  

10 齋藤 裕介 常総市地域自立支援協議会 会長（和耕学園長）  

11 瀬髙 欣一 常総市民生委員・児童委員協議会 石下地区会長  

12 中久喜 幸男 常総市民生委員・児童委員協議会 水海道地区会長   

13 細谷 悟志 常総市社会福祉協議会 局長  

14 高橋 和也 常総警察 生活安全課 生活安全係 係長  

15 監物 輝子 つくば保健所 保健指導課 課長  

16 堀 洋信 常総市福祉部 部長 委員長 

17 中澤 千佳子 常総市教育委員会 指導課 課長  

18 島田 聡 常総市市民生活部 市民課  市民サポート室  室長  

19 池田 剛一 常総市市民生活部 人権推進課 課長補佐  

20 齊藤 厚子 常総市福祉部 こども課 子育て世代包括支援センター  

センター長 

 

21 粕田 貴裕 常総市福祉部 幸せ長寿課 地域包括支援センター  

センター長 

 

22 染谷 早苗 常総市保健衛生部 保健推進課 課長補佐  

23 土田 かおる 常総市福祉部 社会福祉課 生活保護支援室 室長  

24 森田 悦子 常総市福祉部 社会福祉課 障がい福祉支援室 室長 事務局兼務 

令和６年３月 31日現在 
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(3)常総市いのちを支えるネットワーク委員会 検討内容 

年度 日程 内容 

令和２年度 R3.3.30 自殺対策啓発パンフレット内容について（書面開催） 

令和３年度 R3.8.16 ゲートキーパー指導者養成研修 

内容：委員各自が自宅等から、茨城県精神保健福祉センター作成の

YouTube視聴による研修 

令和４年度 R5.3.2 ①講義「『精神疾患』と『自殺』について」 

②グループ協議 

 講師：水海道厚生病院 河合 伸念 先生 

令和５年度 R5.7.27 ①第２期いのちを支える常総プラン（自殺対策計画）について 

②グループ協議（市民アンケートについて、ネットワークシートの作成） 

 R5.10.27 ①第２期いのちを支える常総プラン策定のためのアンケートの結果について 

②ゲートキーパー講習 

 講師 筑波大学 医学医療系 教授 太刀川 弘和 氏 

 R5.12.22 第２期いのちを支える常総プラン（常総市自殺対策計画）素案について 
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３ 計画策定の経緯 

年月日 内容 

令和５年７月２７日 第１回 常総市いのちを支えるネットワーク委員会 

・いのちを支える常総プラン（自殺対策計画）策定スケジュール等 

・プラン策定のためのアンケート設問の検討 

令和５年８月～同年９月 常総市いのちを支える常総プラン策定のためのアンケート実施 

令和５年１０月２７日 第２回 常総市いのちを支えるネットワーク委員会 

・いのちを支える常総プラン策定のためのアンケート調査結果報告 

・ゲートキーパー講習  

令和５年１２月２２日 第３回 常総市いのちを支えるネットワーク委員会 

・いのちを支える常総プラン（常総市自殺対策計画）素案の検討 

令和６年１月１２日 常総市いのちを支える自殺対策推進本部 

 ・いのちを支える常総プラン（常総市自殺対策計画）素案の検討 

令和６年２月１日～３月１日 いのちを支える常総プラン（常総市自殺対策計画）に係る意見公募（パブリック

コメント）実施 

令和６年３月 22日 常総市いのちを支える自殺対策推進本部 

 ・いのちを支える常総プラン（常総市自殺対策計画）の承認 
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